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沢辺税理士事務所通信 

※※※     優遇されている退職所得の税金     ※※※ 
 
 退職所得とは具体的には企業からの退職金、小規模共済の一時金、ｉＤｅＣｏの一時金など

がこれにあたりますが、退職所得は給与所得などと比べて大幅に税金が軽減されるように優遇

されています。退職所得の計算は、退職所得＝（退職金－退職所得控除）×1/2 となってお

り、まず勤務年数や加入年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年超の場合は800万

円＋70 万円×（勤続年数－20 年）の金額が退職所得控除として差し引かれます。要は 1 年ご

とに 40 万円、70 万円が追加で非課税になっていきます。その上残った金額が 2 分の 1 されま

すので、残額の半分も非課税になる、ということになります。 

 さらに退職所得は「分離課税による累進課税」になります。どういうことかと言うと、例え

ば給与所得等が 3,000 万円と退職所得が 300 万円あった場合に、給与所得等は累進課税により

40％の所得税が課されますが、退職所得は他の所得金額は無視して 300 万円に対する累進税率

（この場合は 10％）の所得税率しかかかりません。このように退職所得には①退職所得控

除、②2 分の 1 課税、③分離課税による累進課税という三重の優遇措置があるわけです（一部

例外はあり）。 

 

 そのため現役世代にとって退職金を準備することは、「将来の備え」と「節税」の両立にな

ります。ｉＤｅＣｏは 65 歳未満の方は原則誰でも加入できますので、会社の退職金にプラス

して加入することで掛金を毎年の所得控除にしつつ、将来安い税額で一時金を受け取ることが

できます。個人事業主や法人役員ですと小規模共済をつかって退職金準備ができますし、法人

役員はさらに自身の退職金原資を生命保険や倒産防止共済をつかって積み立てることで社会保

険料の節約にもつながります。 

 

 注意点としては退職所得控除には重複期間の調整というものがあり、退職金を受け取った際

にその年の 4 年前までに他の退職金を受け取っていた場合は、前回の勤続期間・加入期間と重

複している期間の退職所得控除が原則受けられなくなります。この重複期間の調整は少し複雑

なので詳細は割愛しますが、退職金を受け取る際は前回の退職金から 5 年以上空いているかど

うかを意識しておく必要があります。 

 さらに「老後資金は自分自身でも準備せよ」ということで広がっていったはずのｉＤｅＣｏ

にいたっては徐々に改悪が続いており、令和 8 以降はｉＤｅＣｏ→退職金の順番に受け取る場

合は 10 年以上、退職金→ｉＤｅＣｏの順番に受け取る場合は 20 年以上空いていないと後で受

け取ったほうの退職所得控除が調整されます。10 年や 20 年空けるのは実質ほぼ不可能であ

り、「ｉＤｅＣｏは広めるが税金の優遇はしません」という日本政府からのメッセージでしょ

う。 

 

※※※ ここからは事務的なお知らせです ※※※ 

 令和 8 年 1 月より給与・賞与の源泉徴収税額が変わります。新しい源泉徴収税額表を準備す

る、給与計算ソフトのバージョンアップを適切に行うなどして、間違いのないように準備をお

願いします。ご不明な点がありましたら各担当者にお尋ねください。 

 


